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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（支柱） 

発生日時 平成２５年９月１４日（土） ２２時００分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋市に所在する堀川の尾頭
お と う

橋
ばし

付近 

 名古屋市所在の古渡
ふるわたり

三等三角点から真方位２１７°７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.５′ 東経１３６°５３.８′） 

事故調査の経過  平成２５年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート CASA
カ サ

 KARAKARA
カ ラ カ ラ

、５トン未満 

 ２４０－３４６０１愛知、個人所有 

 ８.０２ｍ（Lr）×２.９５ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１３９.７０kＷ、平成５年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年８月２４日 

  免許証交付日 平成２２年１２月９日 

         （平成２７年１０月２６日まで有効） 

同乗者Ａ 女性 ４２歳 

同乗者Ｂ 女性 ２８歳 

同乗者Ｃ 男性 ４５歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ｂ）、軽傷 ３人（船長、同乗者Ａ及び同乗者

Ｃ） 

 損傷 右舷船首外板に剝離及び亀裂 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ

を船尾暴露甲板に乗せ、名古屋港に向け、堀川の尾頭橋付近を約１９

km/h の速力で南南東進した。 

船長は、右舷側の操縦席に立って操船していたところ、船首方に黄

色く点滅する標識灯（以下「本件標識灯」という。）を２～３回視認

した。 

船長は、本流域を平成２５年９月１２日の日中に航行した際、右岸

に施工中の仮設桟橋を、左岸にコンクリート製基礎をそれぞれ視認し

ており、本件標識灯が５０ｍ～１００ｍ先の水面近くのもののように
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見えたので、川の中央寄りを航行していたところ、本件標識灯が至近

にあることに気付き、主機操縦装置のレバーを後進に入れた。   

本船は、９月１４日２２時００分ごろ右舷船首部が仮設桟橋構築用

の鉄骨（以下「本件鉄骨」という。）に衝突した。 

船長は、本船を停船させ、同乗者３人の安全を確認したところ、同

乗者３人が負傷を訴えたので、携帯電話で自身の経営する店の従業員

に救急車の手配を指示した。 

同乗者３人は、本事故発生場所付近の沿道まで来た救急車で名古屋

市内の病院に搬送された。 

船長は、本事故発生場所で海上保安庁から聴取を受けた後、本船を

堀川沿いの出発地まで回航し、従業員の車で同乗者３人と同じ病院に

行った。 

船長は頸
けい

椎捻挫等と、同乗者Ａは頸部挫傷等と、同乗者Ｂは鎖骨骨

折及び第二肋骨骨折と、同乗者Ｃは頸部挫傷等とそれぞれ診断され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

水象：川面 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 １６４cm（名古

屋） 

 その他の事項 

 

本船は、１機１軸船であり、船尾から順に船尾暴露甲板、操縦席、

船首暴露甲板となっており、船首暴露甲板下にキャビンを配置し、操

縦席には操舵装置、主機操縦装置等を装備していた。 

本件鉄骨は、右岸に施工中の仮設桟橋を拡張するため、川の中央寄

りの川上から川下に向かって所定の間隔で打設した２本のＨ形鋼杭を

数本のＨ形鋼等でつないだものであった。 

本件標識灯は、灯色が黄色の４秒に１回点滅する高さ約 1.４ｍ（水

面上約１.８ｍ）の小型標識灯であり、本事故時、本件鉄骨の川上側

と川下側にそれぞれ１本ずつ固定されていたが、本事故後、本件鉄骨

を施工した護岸工事請負事業者（以下「本件請負事業者」という。）

が確認したところ、衝突によって川上側のものが脱落し、水没してい

た。 

船長は、本事故後、本件標識灯を水面近くのものと思い、約３ｍの

眼
がん

高
こう

で水面上約１.８ｍの本件標識灯を見たので、５０ｍ～１００ｍ

先の水面近くのもののように見えたのだろうと思った。 

本件鉄骨から数十メートル下流の右岸寄りの鉄骨には、簡易型灯浮

標が４個設置されていた。 

左岸のコンクリート製基礎には、複数の標識灯と簡易型の灯浮標が

設置され、本事故当時、上げ潮による水位の上昇で標識灯の灯火近く

に水面があった。 

標識灯及び簡易型の灯浮標は、明るさに違いはあるが、いずれも黄

色く点滅するものであった。 
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堀川は、名古屋市内を流れる庄内川から分流し、名古屋港に注ぐ延

長約１６.２km、川幅２０ｍ～４０ｍ（住吉橋から上流）の名古屋市

が管理する一級河川であり、河川環境整備及び保全のため、数か所で

護岸工事等が実施されていた。 

本事故発生場所は、干満差約２ｍ以上の感
かん

潮
ちょう

区域（干潮から満潮

に移るときに河川の流れが逆流する区域）であり、本事故時、左岸の

コンクリート製基礎は水没していた。 

本件請負事業者は、９月１４日の昼間、右岸に施工中の仮設桟橋を

拡張するために本件鉄骨を施工していたが、その工程等は、事前に堀

川を利用している船舶運航事業者に文書で通知し、承諾されており、

拡張工事の進捗状況に合わせて照明類を順次設置する予定であった。 

本件請負事業者は、本件鉄骨施工後においても、水路幅が１２ｍ～

１３ｍある上、本事故発生場所付近の沿道に街灯があり、本件標識灯

も設置していたので、夜間、本件鉄骨が船舶の航行の障害になるとは

思っていなかった。 

船長及び同乗者は、共に救命胴衣を着用していた。 

船長は、本事故当時、堀川沿いの出発地から出発する前に自身の経

営する飲食店において、コップ１杯に満たない程度のビールを飲んで

いた。 

船長は、１５年前から頻繁に堀川を航行しており、本事故当時、夜

間であり、本事故発生場所付近が暗く、本件鉄骨が黒茶褐色をしてい

たので、注意していたが、本件鉄骨を視認できなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、堀川の尾頭橋付近を南南東進中、船長が、操縦席に立って

操船していたところ、船首方に視認した灯色が黄色の点滅する本件標

識灯を実際より遠くにあるように錯覚し、川の中央寄りを航行してい

たことから、本件鉄骨に向首することとなり、右舷船首部が本件鉄骨

に衝突したものと考えられる。 

船長は、本件標識灯を水面近くのものと思い込み、約３ｍの眼高で

水面上約１.８ｍの本件標識灯を見たことから、実際より遠くにある

ように錯覚したものと考えられる。 

船長は、本事故発生場所周辺において、本件標識灯以外の標識灯等

が水面近くで灯色が黄色で点滅していたことから、本件標識灯も水面

近くのものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

船長は、本流域を９月１２日の日中に航行した際、右岸側に施工中

の仮設桟橋を、左岸側にコンクリート製基礎をそれぞれ視認していた

ことから、川の中央寄りを航行したものと考えられる。 
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原因  本事故は、夜間、本船が堀川の尾頭橋付近を南南東進中、船長が、

操縦席に立って操船していたところ、船首方に視認した本件標識灯を

実際より遠くにあるように錯覚し、川の中央寄りを航行していたた

め、本件鉄骨に向首することとなり、右舷船首部が本件鉄骨に衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、護岸工事現場付近を航行する場合、工事の進捗により、航

行の障害となる構造物が短期間で施工されていることがあるの

で、サーチライト等を使用して障害物の確認をすること、また、

自船の予定進路上に灯火等を視認したときは、その灯火等の周辺

を慎重に確認して航行すること。 

・護岸工事請負事業者は、船舶の航行水域に構造物等を施工した場

合、できる限り、視認性の良い標識を設置するとともに、船舶に

対して航行可能な水域が分かるように表示すること。 

 

 


